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                入　札　公　告

 　次のとおり一般競争入札に付します。

　 な お 、 本 入 札 に 係 る 落 札 及 び 契 約 締 結 は 、 当 該 

業 務 に 係 る 令 和 ８ 年 度 本 予 算 が 成 立 し 、 予 算 示 達 

がなされることを条件とするものです。  

 

　　令和８年１月５日  

　　分任支出負担行為担当官　北陸地方整備局  

　　信濃川下流河川事務所長　栗林　孝典  

◎調達機関番号　 020　◎所在地番号　 15 

１　調達内容  

 (1)　品目分類番号　 15、 29 

 (2)　調達件名及び数量　Ｒ８信濃川下流電気  

　　通信施設保守業務　一式  

　 　 （ 電 子 入 札 対 象 案 件 ）（ 電 子 契 約 対 象 案 件 ） 

 (3)　 調 達 件 名 の 仕 様 等 　 入 札 説明 書 及 び 特 記 仕 

　　様書による。  

 (4)　 履 行 期 間 　 令 和 ８ 年 ４ 月 １日 か ら 令 和 ９ 年 

　　３月 31日まで  

 (5)　 履 行 場 所 　 入 札 説 明 書 及 び特 記 仕 様 書 に よ 
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　　る。  

 (6)　 入 札 方 法 　 落 札 者 の 決 定 は、 総 合 評 価 の 方 

　　式をもって行うので、総合評価のための性能、 

　 　 機 能 、 技 術 等 に 関 す る 書 類 （ 以 下 「 総 合 評 価 

　 　 の 性 能 等 に 関 す る 書 類 」 と い う 。） を 提 出 す 

　　ること。  

　 　 　 な お 、 落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 

　 　 載 さ れ た 金 額 に 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 税 率 

　 　 を 乗 じ て 得 た 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に 

　 　 １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 

　 　 を 切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る 

　 　 の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 

　 　 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 

　 　 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 か ら 、 当 該 

　 　 金 額 に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す る 

　　額を減じた金額を入札書に記載すること。  

　 　 　 入 札 回 数 は 原 則 ２ 回 を 限 度 と す る 。 な お 、 

　 　 当 該 入 札 回 数 ま で に 落 札 者 が 決 定 し な い 場 合 

　 　 は 、 原 則 と し て 予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 99条 の 

　　２の規定に基づく随意契約には、移行しない。 
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 (7)　電子調達システムの利用　  

  ① 　 本 案 件 は 、 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 及 び 必 

　 　 要 な 証 明 書 類 等 （ 総 合 評 価 の 性 能 等 に 関 す る 

　 　 書 類 を 含 む 。 以 下 「 申 請 書 等 」 と い う 。） の 

　 　 提 出 、 入 札 及 び 契 約 を 電 子 調 達 シ ス テ ム で 行 

　 　 う 対 象 案 件 で あ る 。 な お 、 電 子 調 達 シ ス テ ム 

　 　 の 環 境 設 定 に つ い て は 、 ３ (3)② の Ｕ Ｒ Ｌ よ 

　 　 り 行 う こ と 。 ま た 、 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ り 

　 　 が た い 場 合 は 、 紙 入 札 方 式 参 加 願 ・ 紙 契 約 方 

　　式承諾願を提出するものとする。  

  ② 　 電 子 調 達 シ ス テ ム で 使 用 で き る 電 子 証 明 書 

　 　 （ Ｉ Ｃ カ ー ド 又 は フ ァ イ ル 形 式 ） は 、 資 格 審 

　 　 査 結 果 通 知 書 （ 全 省 庁 統 一 資 格 ） に 記 載 さ れ 

　 　 て い る 者 又 は 入 札 ・ 見 積 権 限 に つ い て 期 間 委 

　 　 任 若 し く は 都 度 委 任 を 受 け た 者 の 電 子 証 明 書 

　　に限る。  

２　競争参加資格  

 (1)　 予算 決 算 及 び 会 計 令 第 70条 及 び 第 71条 の 規 

　　定に該当しない者であること。  

 (2)　 令 和 ７ ・ ８ ・ ９ 年 度 国 土 交通 省 競 争 参 加 資 
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　　格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＡ、 

　 　 Ｂ 又 は Ｃ 等 級 に 格 付 け さ れ た 関 東 ・ 甲 信 越 地 

　 　 域 の 競 争 参 加 資 格 を 有 す る 者 の う ち 、 ｢建 物 

　 　 管 理 等 各 種 保 守 管 理 」 を 営 業 品 目 と し て い る 

　　者であること。  

　 　 　 ま た 、 有 資 格 者 が 「 会 社 更 生 法 （ 平 成 1 4 

　 　 年 法 律 第 154号 ） に 基 づ く 更 生 手 続 開 始 の 決 

　 　 定 を 受 け た 者 」 又 は 「 民 事 再 生 法 （ 平 成 1 1 

　 　 年 法 律 第 225号 ） に 基 づ く 再 生 手 続 開 始 の 決 

　 　定 を 受 け た 者 」に 該 当 し た 場 合 は、 次 に 掲  

　 　げ る 書 類 を 提 出し て い る こ と 。  

  ① 　 更 生 手 続 開 始 決 定 書 又 は 再 生 手 続 開 始 決 

　 　定 書 （ 写 し で も可 ）  

  ② 　 許 可 決 定 に 伴 い 定 款 、 役 員 等 に 変 更 が あ 

　　った場合には、それを証明する書類の写し  

  ③ 　 上 記 ② に 伴 う 競 争 参 加 資 格 審 査 申 請 書 変 

　　更届  

 (3)　 会 社 更 生 法 に 基 づ き 更 生 手続 開 始 の 申 立 て 

　 　 が な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生 法 に 基 づ き 再 

　 　 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れ て い る 者 で な い 
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　 　 こ と 。（ 競 争 参 加 資 格 に 関 す る 公 示 に 基 づ き 

　 　 (2)の 競 争 参 加 資 格 を 継 続 す る た め に 必 要 な 

　　手続きを行った者を除く。）  

 (4)　 申 請 書 等 の 提 出 期 限 の 日 から 開 札 の 時 ま で 

　 　 の 期 間 に 、 北 陸 地 方 整 備 局 長 か ら 指 名 停 止 を 

　　受けていないこと。  

 (5)　 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ る 場合 は 、 電 子 証 明 

　　書を取得していること。  

 (6)　 警 察 当 局 か ら 、 暴 力 団 員 が実 質 的 に 経 営 を 

　 　 支 配 す る 業 者 又 は こ れ に 準 ず る 者 と し て 、 国 

　 　 土 交 通 省 が 発 注 す る 業 務 等 か ら の 排 除 要 請 が 

　　あり、当該状態が継続している者でないこと。 

 (7)　 入 札 説 明 書 の 交 付 を 直 接 受け た 者 で あ る こ 

　　と。  

　 　 ※  交 付 を 直 接 受 け た 者 と は 、 以 下 の と お り 

　　とする。  

　　　　・電子調達システムから交付を受けた者  

　　　　・当局から書面または郵送により交付を  

　　　　受けた者  

 (8)　 平 成 23年度 以 降 に 、 下 記 （ア ） に 示 す 機 関 



- 6 -

　 　 等 が 発 注 し た 、 下 記 （ イ ） に 示 す 設 備 に 係 わ 

　 　 る 保 守 又 は 点 検 業 務 に お い て 、 受 注 者 と し て 

　 　 業 務 を 完 了 （ 令 和 ８ 年 ３ 月 31日 ま で に 完 了 見 

　 　 込 み を 含 む ） し 、 そ の 履 行 実 績 を 証 明 し た 者 

　　であること。  

　 　 　 な お 、 履 行 実 績 は 、 建 設 業 法 上 の 建 設 工 事 

　 　 の う ち 、「 電 気 工 事 」 又 は 「 電 気 通 信 工 事 」 

　 　 の 施 工 実 績 並 び に 据 付 調 整 を 含 む 製 造 契 約 の 

　　契約実績も認めるものとする。  

　 （ ア ） 発 注 機 関 等 は 次 の い ず れ か に 該 当 す る 機 

　　関等とする。  

　 　 ・ 国 の 機 関 （ 事 業 団 、 特 殊 会 社 及 び 独 立 行 政 

　 　 　 法 人 及 び 特 殊 法 人 等 改 革 基 本 法 の 対 象 法 人 

　　　を含む）  

　 　 ・ 地 方 公 共 団 体 又 は 公 共 機 関 （ 災 害 対 策 基 本 

　 　 　 法 第 二 条 第 五 号 に 規 定 す る 指 定 公 共 機 関 、 

　　　第六号に規定する指定地方公共機関）  

　 　 ・ 地 方 公 社 （ 地 方 住 宅 供 給 公 社 法 （ 昭 和 40年 

　　　法律第 124号）に基づく地方住宅供給公社、 

　 　 　 地 方 道 路 公 社 法 （ 昭 和 45年 法 律 第 82号 ） に 
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　 　 　 基 づ く 地 方 道 路 公 社 、 及 び 公 有 地 の 拡 大 の 

　 　 　 推 進 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 47年 法 律 第 66号 ） 

　 　 　 に 基 づ く 土 地 開 発 公 社 又 は 、 地 方 公 共 団 体 

　 　 　 の 出 資 す る 公 益 法 人 そ の 他 で あ っ て 、 そ の 

　 　 　 名 称 に 「 公 社 」 の 文 字 が 用 い ら れ て い る も 

　　　の）  

　　・上記に相当する外国の機関等  

　 　 ・ 上 記 の 機 関 が 発 注 し た 業 務 の 場 合 は 再 委 託 

　　　でもよい  

　　・民間企業  

　 （ イ ） 対 象 設 備 は 次 の ① か ら ⑪ の い ず れ か の 設 

　　　備とする。  

　　　　①  多重無線設備  

　　　　②  端局設備  

　　　　③  遠方監視設備  

　　　　④  交換設備  

　　　　⑤  光ファイバネットワーク関連設備 

　　　　⑥  ＩＰネットワーク設備  

　　　　⑦  移動体通信設備  

　　　　⑧  模写電送設備  
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　　　　⑨  衛星通信設備  

　　　　⑩  高圧受変電設備  

　　　　⑪  非常用発電設備（ 10kW以上）  

 (9)　 本 業 務 の 配 置 予 定 管 理 技 術者 は 、 申 請 書 等 

　 　 の 提 出 期 限 の 時 点 で 次 の ① か ら ⑫ の い ず れ か 

　 　 １ つ の 条 件 及 び 、 契 約 締 結 時 点 で ⑬ か ら ⑮ の 

　　条件を満たすこと。  

　 　 　 な お 、 業 務 経 験 は 、 電 気 通 信 施 設 点 検 基 準 

　 　 （ 案 ） に よ る い ず れ か １ つ の 設 備 の 保 守 又 は 

　 　 点 検 業 務 （ 再 委 託 の 実 績 含 む ） の 実 績 又 は 建 

　 　 設 業 法 上 の 建 設 工 事 の う ち 、「 電 気 工 事 」 又 

　 　 は 「 電 気 通 信 工 事 」 の 施 工 実 績 、 製 造 実 績 と 

　　する。  

　 　 　 ① 　学 校 教 育 法 に よ る 大 学 、 短 期 大 学 、 高 

　 　 　 　 等 専 門 学 校 も し く は こ れ ら に 相 当 す る 外 

　 　 　 　 国 の 学 校 に お い て 、 電 気 工 学 又 は 電 気 通 

　 　 　 　 信 工 学 に 関 す る 学 科 若 し く は こ れ ら に 相 

　 　 　 　 当 す る 外 国 の 学 科 を 修 め た 者 、 も し く は 

　 　 　 　 専 修 学 校 に お い て 電 気 工 学 又 は 電 気 通 信 

　 　 　 　 工 学 に 関 す る 学 科 を 修 め 、 専 門 士 も し く 
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　 　 　 　 は 高 度 専 門 士 と 称 す る 者 で 、 卒 業 後 ３ 年 

　 　 　 　 以 上 の 業 務 経 験 を 有 す る 者 で あ る こ と 。 

　 　 　 ② 　 学 校 教 育 法 に よ る 高 等 学 校 、 中 等 教 育 

　 　 　 　 学 校 、 専 修 学 校 も し く は こ れ ら に 相 当 す 

　 　 　 　 る 外 国 の 学 校 に お い て 、 電 気 工 学 又 は 電 

　 　 　 　 気 通 信 工 学 に 関 す る 学 科 若 し く は こ れ に 

　 　 　 　 相 当 す る 外 国 の 学 科 を 修 め た 者 で 、 卒 業 

　 　 　 　 後 ５ 年 以 上 の 業 務 経 験 を 有 す る 者 で あ る 

　　　　こと。  

　 　 　 ③ 　 上 記 ① 及 び ② 以 外 の 者 で 、 ７ 年 以 上 の 

　　　　業務経験を有する者であること。  

　 　 　 ④ 　 第 一 級 総 合 無 線 通 信 士 、 第 二 級 総 合 無 

　 　 　 　 線 通 信 士 、 第 一 級 陸 上 無 線 技 術 士 、 第 二 

　 　 　 　 級 陸 上 無 線 技 術 士 、 第 一 級 陸 上 特 殊 無 線 

　 　 　 　 技 士 の い ず れ か の 資 格 を 有 し 、 業 務 経 験 

　　　　が３年以上ある者であること。  

　 　 　 ⑤ 　 第 一 種 電 気 主 任 技 術 者 、 第 二 種 電 気 主 

　 　 　 　 任 技 術 者 、 第 三 種 電 気 主 任 技 術 者 の い ず 

　 　 　 　 れ か の 資 格 を 有 し 、 業 務 経 験 が ３ 年 以 上 

　　　　ある者であること。  
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　 　 　 ⑥ 　 第 二 種 電 気 工 事 士 の 資 格 を 有 し 、 業 務 

　　　　経験が３年以上ある者であること。  

　 　 　 ⑦ 　 技 術 士 （ 総 合 技 術 監 理 部 門 （ 選 択 科 目 

　　　　を「電気電子」とするものに限る））、  

　 　 　 　 技 術 士 （ 電 気 電 子 部 門 ） の い ず れ か の 資 

　　　　格を有する者であること。  

　 　 　 ⑧ 　 １ 級 電 気 工 事 施 工 管 理 技 士 、 ２ 級 電 気 

　 　 　 　 工 事 施 工 管 理 技 士 の い ず れ か の 資 格 を 有 

　　　　する者であること。  

　 　 　 ⑨ 　 １ 級 電 気 通 信 工 事 施 工 管 理 技 士 、 ２ 級 

　 　 　 　 電 気 通 信 工 事 施 工 管 理 技 士 の い ず れ か の 

　　　　資格を有する者であること。  

　 　 　 ⑩ 　 第 一 種 電 気 工 事 士 の 資 格 を 有 す る 者 で 

　　　　あること。  

　 　 　 ⑪ 　 工 事 担 任 者 （ 第 一 級 ア ナ ロ グ 通 信 ）、 

　 　 　 　 工 事 担 任 者 （ 第 一 級 デ ジ タ ル 通 信 ）、 工 

　 　 　 　 事 担 任 者 （ 総 合 通 信 ）、 工 事 担 任 者 （ 旧 

　 　 　 　 Ａ Ｉ 第 二 種 ）、 工 事 担 任 者 （ 旧 Ｄ Ｄ 第 二 

　 　 　 　 種 ） の い ず れ か の 資 格 を 有 し 、 業 務 経 験 

　　　　が３年以上ある者であること。  
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　 　 　 ⑫ 　 電 気 通 信 主 任 技 術 者 （ 伝 送 交 換 主 任 技 

　 　 　 　 術 者 ）、 電 気 通 信 主 任 技 術 者 （ 線 路 主 任 

　 　 　 　 技 術 者 ） の い ず れ か の 資 格 を 有 し 、 業 務 

　　　　経験が３年以上ある者であること。  

　 　 　 ⑬ 　通 常 の 勤 務 時 に お い て 、 １ 時 間 30分 以 

　 　 　 　 内 に 履 行 場 所 （ 信 濃 川 下 流 河 川 事 務 所 ） 

　 　 　 　 に 到 着 で き る 場 所 を 主 た る 勤 務 地 と し て 

　　　　いること。  

　 　 　 ⑭ 　配 置 予 定 管 理 技 術 者 は 、 国 土 交 通 省 発 

　 　 　 　 注 の 他 の 保 守 業 務 、 点 検 業 務 又 は 運 転 監 

　 　 　 　 視 業 務 の 管 理 技 術 者 を 兼 務 す る こ と が で 

　　　　きる。  

　 　 　 　 　 な お 、 兼 務 す る 場 合 は 、 契 約 締 結 時 点 

　 　 　 　 の 手 持 ち 業 務 量 （ 電 気 通 信 施 設 の 保 守 業 

　 　 　 　 務 、 点 検 業 務 及 び 運 転 監 視 業 務 の 当 初 請 

　 　 　 　 負 金 額 の 合 計 を い う 。） は 、 ２ 億 円 未 満 

　　　　かつ５件以下であること（本業務を含み、 

　 　 　 　 契 約 済 み 及 び 落 札 決 定 後 未 契 約 の も の を 

　　　　含む）。  

　 　 　 　 　 配 置 予 定 管 理 技 術 者 は 、 複 数 申 請 で き 
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　　　　るものとする。  

　 　 　 　 　 な お 、 配 置 予 定 管 理 技 術 者 を 複 数 申 請 

　 　 　 　 す る 場 合 は 、 落 札 決 定 後 に 上 記 条 件 を 満 

　 　 　 　 た す 者 を 管 理 技 術 者 と し て 特 定 す る も の 

　　　　とする。  

　　　　　本業務の管理技術者が、他の保守業務、 

　 　 　 　 点 検 業 務 又 は 運 転 監 視 業 務 を 兼 務 す る 場 

　 　 　 　 合 は 、 本 業 務 の 履 行 開 始 ま で に 発 注 者 に 

　 　 　 　 兼 務 し よ う と す る 業 務 の 概 要 を 届 出 な け 

　　　　ればならない。  

　 　 　 　 　 管 理 技 術 者 の 手 持 ち 業 務 量 は 、 本 業 務 

　 　 　 　 の 契 約 締 結 日 か ら 履 行 期 間 中 に 上 記 条 件 

　 　 　 　 を 超 え な い こ と と し 、 超 え た 場 合 に は 遅 

　　　　滞なくその旨を報告しなければならな  

　 　 　 　 い 。 そ の 上 で 業 務 の 履 行 を 継 続 す る こ と 

　 　 　 　 が 著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 

　 　 　 　 当 該 管 理 技 術者 を 、 以 下 の (a)～ (c)ま で 

　 　 　 　 の 全 て の 要 件 を 満 た す 技 術 者 に 交 代 さ せ 

　　　　る等の措置請求を行う場合がある。  

　 　 　  (a)当 該 管 理 技 術 者 と 同 等の 業 務 実 績 （ 入 
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　 　 　 　 　 札 説 明 書 又 は 特 記 仕 様 書 で 規 定 し て い 

　 　 　 　 　 る 業 務 実 績 ） を 有 す る 者 で あ る こ と 。 

　　　  (b)当該管理技術者と同等の技術者資格  

　 　 　 　 　 （ 入 札 説 明 書 又 は 特 記 仕 様 書 で 規 定 し 

　 　 　 　 　 て い る 資 格 及 び 実 務 経 験 等 ） を 有 す る 

　　　　　者であること。  

　 　 　  (c)手 持 ち 業 務 量 が 当 該 業務 の 入 札 説 明 書 

　　　　　又は特記仕様書において設定してい  

　 　 　 　 　 る 、 配 置 予 定 管 理 技 術 者 の 手 持 ち 業 務 

　　　　　量の制限を超えない者であること。  

　 　 　 ⑮ 　 配 置 予 定 管 理 技 術 者 は 、 入 札 参 加 希 望 

　 　 　 　 者 と の 間 で 直 接 的 か つ 恒 常 的 な 雇 用 関 係 

　　　　があること。  

 ( 1 0 )　 「 業 務 実 施 方 針 」 に つ い て 、 全 て の 項 目 

　 　 　 の 提 案 が 未 提 出 で な い こ と 、 か つ 、 １ 項 目 

　　　でも不適切な提案がないこと。  

３　入札手続等  

 (1)　契約条項を示す場所及び問い合わせ先  

　 　〒 951-8153　 新 潟 県 新 潟 市 中央 区 文 京 町 14番 

　　 13号  
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　　国土交通省北陸地方整備局信濃川下流河川  

　　事務所　経理課  

　　電話 025－ 266－ 7332 

 (2)　 入 札 説 明 書 等 の 交 付 期 間 、場 所 及 び 方 法 等 

　 　 ① 　 交 付 期 間 　 令 和 ８ 年 １ 月 ５ 日 （ 月 ） か ら 

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 ３ 日 （ 火 ） ま で の 土 曜 日 、 日 

　 　 　 曜 日 及 び 祝 日 を 除 く 毎 日 ９ 時 00分 か ら 17時 

　　　 00分まで。  

　 　 ② 　 交 付 場 所 及 び 方 法 　 電 子 調 達 シ ス テ ム に 

　 　 　 よ り 交 付 す る 。 た だ し 、 電 子 調 達 シ ス テ ム 

　 　 　 か ら 交 付 を 受 け る こ と が で き な い 場 合 は 、 

　 　 　 ３ (1)に て 書 面 に よ る 交 付 を 受 け る こ と 。 

　 　 　 な お 、 郵 送 希 望 者 は 返 送 用 の 封 筒 （ 切 手 添 

　　　付）を３ (1)宛てに送付すること。  

 (3)　申請書等の提出について  

　　①　提出期限  

　　　　令和８年２月４日（水） 12時 00分  

　　②　提出場所  

　 　 　 (a)電 子 入 札 の 場 合 ・ ・ ・ 電 子 調 達 シ ス テ 

　 　 　 　 ム （ https://www.p-portal.go.jp/pps- 
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　　　　 web-biz/）  

　　　 (b)紙入札方式の場合・・３ (1)に同じ  

　 　 ③ 　 提 出 方 法 　 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ る 。 紙 

　 　 　 入 札 方 式 の 場 合 は 持 参 又 は 郵 送 に て 提 出 す 

　　　ること。詳細は入札説明書による。  

 (4)　入札書の提出について  

　　①　提出期限  

　　　　令和８年３月３日（火） 17時 00分  

　　②　提出場所  

　 　 　 (a)電 子 入 札 の 場 合 ・ ・ ３ (3)② (a)に 同 じ 

　　　 (b)紙入札方式の場合・・３ (1)に同じ  

　 　 ③ 　 提 出 方 法 　 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ る 。 紙 

　 　 　 入 札 方 式 の 場 合 は 持 参 又 は 郵 送 に て 提 出 す 

　　　ること。詳細は入札説明書による。  

 (5)　開札の日時及び場所  

　　①　開札日時  

　　　　令和８年３月４日（水） 10時 00分  

　　②　開札場所  

　 　 　 　 国 土 交 通 省 北 陸 地 方 整 備 局 　 信 濃 川 下 流 

　　　河川事務所  



- 16 -

４　その他  

 (1)　契約手続において使用する言語及び通貨  

　　　日本語及び日本国通貨に限る。  

 (2)　入札保証金及び契約保証金　免除  

 (3)　入札者に要求される事項  

　 　 ① 　 電 子 調 達 シ ス テ ム か ら 入 札 説 明 書 の 交 付 

　 　 　 を 受 け る 場 合 、 必 要 事 項 を 正 確 に 入 力 す る 

　 　 　 と と も に 、「 ダ ウ ン ロ ー ド し た 案 件 に つ い 

　 　 　 て 訂 正 ・ 取 消 が 行 わ れ た 際 に 更 新 通 知 メ ー 

　 　 　 ル の 配 信 を 希 望 す る 」 と 記 載 さ れ て い る 箇 

　 　 　 所 の チ ェ ッ ク ボ ッ ク ス に 、 必 ず チ ェ ッ ク を 

　　　付けなければならない。  

　 　 　 　 チ ェ ッ ク を 付 け る こ と を 怠 っ た 場 合 や 、 

　 　 　 メ ー ル ア ド レ ス の 記 載 に 誤 り が あ る と 、 仕 

　 　 　 様 書 の 訂 正 や 質 問 に 対 す る 回 答 等 で 資 料 の 

　 　 　 追 加 等 が 生 じ た 際 に 、 更 新 通 知 メ ー ル が 届 

　 　 　 か な い こ と と な る 。 そ の 場 合 は 競 争 参 加 資 

　 　 　 格 「 無 」 若 し く は 入 札 無 効 と な る の で 注 意 

　　　されたい。  

　 　 ② 　 申 請 書 等 の 提 出 か ら 開 札 日 の 前 日 ま で の 
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　 　 　 間 に お い て 必 要 な 申 請 等 の 内 容 に 関 す る 分 

　 　 　 任 支 出 負 担 行 為 担 当 官 か ら の 照 会 が あ っ た 

　　　場合には、説明しなければならない。  

 (4)　 入 札 の 無 効 　 記 名 を 欠 く 入札 （ 押 印 を 省 略 

　 　 す る 場 合 、「 本 件 責 任 者 及 び 担 当 者 」 の 氏 名 

　 　 ・ 連 絡 先 の 記 載 が な い 入 札 ） 等 、 北 陸 地 方 整 

　 　 備 局 競 争 契 約 入 札 心 得 第 ６ 条 第 １ 項 各 号 に 該 

　 　 当 す る 入 札 並 び に 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 

　 　 履 行 し な か っ た 者 又 は 電 子 調 達 シ ス テ ム を 利 

　 　 用 す る た め の 電 子 証 明 書 を 不 正 に 使 用 し た 者 

　　の行った入札は無効とする。  

 (5)　契約書作成の要否　要  

　 　 　 本 業 務 は 、 契 約 手 続 き に か か る 書 類 の 授 受 

　 　 を 電 子 調 達 シ ス テ ム で 行 う 対 象 業 務 で あ る 。 

　 　 な お 、 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ り が た い 場 合 は 

　 　 発 注 者 の 承 諾 を 得 て 紙 契 約 方 式 に 代 え る も の 

　　とする。  

 (6)　 落 札 者 の 決 定 方 法 　 総 合 評価 落 札 方 式 と す 

　 　 る 。 ３ (3)に 従 い 申 請 書 等 を 提 出 し た 入 札 者 

　 　 で あ っ て 、 ２ の 競 争 参 加 資 格 を 全 て 満 た し 、 
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　 　 本 公 告 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 明 ら か に し た 

　 　 性 能 等 の 要 求 要 件 の う ち 必 須 と さ れ た 項 目 の 

　 　 最 低 限 の 要 求 要 件 を 全 て 満 た し 、 当 該 入 札 者 

　 　 の 入 札 価 格 が 予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 79条 の 規 

　 　 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限 の 範 

　 　 囲 内 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 者 の 申 込 に 係 る 

　 　 性 能 等 の 各 評 価 項 目 の 得 点 の 合 計 を 当 該 入 札 

　 　 者 の 入 札 価 格 で 除 し て 得 た 数 値 の 最 も 高 い 者 

　　をもって落札者とする。  

　 　 　 た だ し 、 落 札 者 と な る べ き 者 の 入 札 価 格 に 

　 　 よ っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約 の 内 容 に 適 

　 　 合 し た 履 行 が な さ れ な い お そ れ が あ る と 認 め 

　 　 ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を 締 結 す る こ 

　 　 と が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ 

　 　 れ が あ っ て 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る 

　 　 と き は 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 を も 

　 　 っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 当 該 入 札 者 の 

　 　 申 込 に 係 る 性 能 等 の 各 評 価 項 目 の 得 点 の 合 計 

　 　 を 当 該 入 札 者 の 入 札 価 格 で 除 し て 得 た 数 値 の 

　　最も高い者を落札者とすることがある。  
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 (7)　 本 件 に か か る 開 札 は 、 開 札の 日 に は 落 札 決 

　 　 定 を 保 留 し た う え で 落 札 予 定 者 を 決 定 し 、 ４ 

　　月１日（ 令和８年度予算（ 暫定予算を含む。） 

　 　 の 成 立 が ４ 月 ２ 日 以 降 の 場 合 は 予 算 通 知 日 ） 

　　に落札決定を行うものである。  

　 　 　 ま た 、 暫 定 予 算 と な っ た 場 合 、 予 算 措 置 が 

　 　 全 額 計 上 さ れ て い る と き は 全 額 の 契 約 と す る 

　 　 が 、 予 算 措 置 が 全 額 計 上 さ れ て い な い と き は 

　 　 全 体 の 契 約 期 間 に 対 す る 暫 定 予 算 の 期 間 分 の 

　　みの契約とする。  

 (8)　手続における交渉の有無　無  

 (9)　 競 争 参 加 資 格 の 申 請 の 時 期及 び 場 所 　 「 競 

　 　 争 参 加 者 の 資 格 に 関 す る 公 示 」（ 令 和 ７ 年 ３ 

　 　 月 31日 付 け 官 報 ） に 記 載 さ れ て い る 時 期 及 び 

　　場所のとおり。  

 (10)　詳細は、入札説明書による。  

５　 Summary 

 (1)  Official in charge of disbursement of 

    the procuring entity: KURIBAYASHI Takan- 

    ori 
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    Director of Shinanogawa karyuu River Of- 

    fice, Hokuriku Regional Development Bur- 

    eau 

 (2)  Classification of the products to be 

    procured: 15, 29 

 (3)  Nature and quantity of the services to 

    be required: Telecommunication equipment 

    maintenance, 1 set 

 (4)  Service period: From 1 April, 2026 th- 

    rough 31 March, 2027 

 (5)  Service place: As in the tender docum- 

    entation 

 (6)  Qualification for participating in the 

    tendering procedures: Suppliers eligible 

    for participating in the proposed tender 

    are those who shall: 

    ①  not come under Article 70 and 71 of 

     the Cabinet Order concerning the Budge- 

     t, Auditing and Accounting 

    ②  have Grade A, B or C on offer of ser- 
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     vices(Various maintenance management of 

     buildings, etc.)”  in the Kanto-Koshin- 

     etsu district, in terms of the qualifi- 

     cation for participating in tenders by  

     Ministry of Land, Infrastructure, Tran- 

     sport and Tourism(Single qualification  

     for every ministry and agency) in the   

     fiscal year 2025/2026/2027  

    ③  not be under suspension of nomination 

     by Director-General of Hokuriku Region- 

     al Development Bureau from Time-limit 

     for the submission of application forms 

     and relevant documents for qualificati- 

     on to Bid Opening 

    ④  acquire the electronic certificate in 

     case of using the Electronic Procureme- 

     nt System https://www.p-portal.go.jp/p- 

     ps-we-b-biz/ 

    ⑤  not be the Business Operators that a 

     gangster influences management substan- 
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     tially or the person who has exclusion  

     request from Ministry of Land, Infrast- 

     ructure, Transport and Tourism is cont- 

     inuing state concerned 

    ⑥  obtained a bid manual from the person 

      of ordering directly: 

     ・ Person who received tender explanati- 

       on form from the Electronic Procurem- 

       ent System 

     ・ Person who received from the orderer 

       by writing or mail 

    ⑦  be the person who proved that he has  

     a good record of performance of busine- 

     ss similar to this business 

    ⑧  other details, by the tender documen- 

     tation 

 (7)  Time-limit for the submission of appl- 

    ication forms and relevant documents for 

    qualification: 12:00 4 February, 2026 

 (8)  Time-limit for tender: 17:00 3 March , 
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    2026 

 (9)  Contact point for the notice: Account- 

    ing Division, Shinanogawa karyuu River  

    Office, Hokuriku Regional Development B- 

    ureau,Ministry of Land, Infrastructure  

    and Transport and Tourism, 

    14-13 Bunkyou-cho, Chuo-ku, Niigata-shi, 

    Niigata-ken, 〒 951-8153, Japan  

    TEL 025-266-7332 


